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はじめに

1

平素より、皆様にはe-Netホールディングス株式会社をお引き立ていただき、誠にありがとうござい

ます。

このたび、当社の経営方針、事業概況、財務状況等をご説明するためにディスクロージャー誌

「e-Netホールディングスの現状」を作成いたしました。 本誌が当社をご理解いただく一助になれば

幸いと存じます。

今後とも一層のご支援、ご愛顧を賜りますようよろしく申し上げます。

※本誌は、保険業法 第272条の40第1項および同法施行規則 第211条の82に基づき作成したディスクロージャー資料

（業務および財産の状況に関する説明資料）です。
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 会社概要（2018年3月31日現在）

名 称（商 号） e-Netホールディングス株式会社

設 立 2017年8月3日

資本金の額 100,000千円

総資産 2,130,731千円（連結ベース）

純資産の額 609,657千円 （連結ベース）

代表者 土屋 知博

本店所在地 東京都港区芝浦2丁目15番16号

主な業務の内容 ①少額短期保険業者、その他保険業法により子会社とすること

ができる会社の株式の保有および経営管理する事業

②その他前号に掲げる業務に付帯または関連する事業
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 グループ構成

e-Netホールディングスグループは、e-Net少額短期保険株式会社およびNext少額短期保険株式会

社の2社を完全子会社として有する少額短期保険業を核とする企業グループです。

設立 ：2017年９月
事業内容 ：少額短期保険業（関東財務局長（少額短期保険）第84号）

資本金 ：３，５００万円（資本準備金 3,500万円）

設立 ：2006年３月
事業内容 ：少額短期保険業（関東財務局長（少額短期保険）第46号）

資本金 ：２億７００万円（資本準備金 1億7,700万円）

設立 ：2017年８月
事業内容 ：少額短期保険業者の経営管理及びそれに付帯する業
務
資本金 ：１億円
株主 ：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、他
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当社グループは、e-Netホールディングス株式会社を持株会社とし、子会社としてe-Net少額短期保

険株式会社およびNext少額短期保険株式会社を有する企業集団です。

2017年8月にe-Net少額短期保険株式会社（関東財務局長（少額短期保険）第４６号）において、同

社を株式移転完全子会社とし、持株会社であるe-Netホールディングス株式会社を株式移転設立完全

親会社とする株式移転を実施し、さらに2017年9月にe-Netホールディングス株式会社を完全親会社

として、株式会社Next少額短期準備会社（2017年11月27日に保険業法に基づく少額短期保険業者登

録について関東財務局長（少額短期保険）第８４号として承認を受けました。）を設立して業務を

開始しました。

従来e-Net少額短期保険株式会社により少額短期保険業を展開してまいりましたが、今後更なる発展

を遂げ、顧客の利益を守り顧客の求める商品およびサービスを提供するためには、経営管理態勢・

コンプライアンス態勢の強化、より細かなマーケティング戦略および営業戦略による営業活動が必

要になると存じます。そのためには経営体制を持株会社体制に移行させ、傘下に多様な複数の少額

短期保険業者を保有することにより、市場のニーズにマッチした商品開発および販売体制を構築

し、グループとしての相乗効果を上げていくことが最適であるとの判断に至りました。

すなわち、持株会社は経営管理態勢・コンプライアンス態勢の強化、営業体制等の経営戦略の立案

および管理を行い、傘下各社を機能別に編成し、よりきめの細かい顧客サービスを提供することに

より、顧客にご迷惑を掛けない態勢を構築します。また傘下各社は他少短会社とは一線を画した

マーケット、商品、販売方法等の戦略を策定し経営の独自性を確保し個別に収益の管理を行いま

す。

持株会社体制への移行により、グループとして行う事業に効率的に資本を配分し多様な事業から相

乗効果を生み出し、二重投資を排除するこという効果を発揮するとともに事業規模の拡大等経営体

質の強化が図られるとものと考えます。

 e-Netホールディングスグループの目的
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当社グループにおきましては、グループ共通の経営方針および全役職員の行動指針として、以下の経

営方針および行動基準を定めています。また、業務運営にあたり、その拠って立つ基準として、以下

の『お客さま本位の業務運営に係る基本方針』を定めておりグループ各社に徹底するとともにホーム

ページにおいても公表しております。

これらの基本方針をもとに、内部管理態勢、法令遵守態勢、リス管理態勢などを整備運営しておりま

す。

１．グループ経営方針

e-Netホールディングスグループ（e-Netホールディングス株式会社およびe-Netホールディン

グスグループの各社をいいます。）は、保険サービス事業を通じ、お客さまの利益を守り、お

客さまが求める商品およびサービスを提供するために、グループ全体として強固な経営管理態

勢・コンプライアンス態勢を構築するとともに、グループとして行う事業に効率的に資本を配

分し多様な事業から相乗効果を生み出し、以下を実現します。

1. 法令等を遵守し、事務処理を的確に行い、契約者等に対して説明責任を果たすとともに、

保険金支払を迅速かつ適正に行うことにより、契約者等の信頼を獲得する。

2. 経営の効率化と堅実な業績の発展により会社の永続的存続を図り、社会の発展と株主の利

益、代理店・社員の生活向上に寄与する。

２．グループ行動基準

1. 全てのお客さまに感謝し、公平に接します。

2. 関連する全ての法令、ルールを遵守するようコンプライアンスを徹底します。

3. お客さまのニーズの的確な把握と最適な商品・サービスの提供に努めます。

4. 保険契約の内容や重要事項について、正確で分かりやすい説明を行います。

5. 迅速かつ適正な損害事故処理サービスを提供します。

6. お客さま情報は、適切に管理し、目的外には利用せず、漏洩しないよう万全の体制で臨み

ます。

7. 自立した代理店を育て、公正でかつ健全な関係を維持し共存共栄していきます。

 経営基本方針
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３．お客さま本意の業務運営に係る基本方針

【方針１】お客さまに「安心と満足」を提供いたします。

当社はお客さまに「安心と満足」を提供するために、お客さまのリスクに対して最もふさわしい

ご提案をさせていただきます。

【方針２】お客さまニーズに応える商品・サービスを提供いたします。

当社は新たなリスクや多様化するお客さまのニーズに迅速かつ柔軟に対応した商品・サービスを

提供いたします。

【方針３】お客さまに重要な情報を分かりやすく提供いたします。

当社はお客さまに商品内容を十分ご理解いただけるように、説明方法を工夫し、重要な情報を分

かりやすく説明いたします。

【方針４】代理店が行う業務および提供するサービスの品質向上に取り組みます。

当社は代理店への委託を判断する際の事前の審査や、委託後の継続的な教育・指導を通じて代理

店が行う業務および代理店が提供するサービスの品質向上に取り組みます。

【方針５】お客さまの立場に立った事故対応を実践いたします。

当社は事故に遭われたお客さまならびに事故の相手方に、迅速かつ丁寧な説明と適切な保険金の

支払い責任を果たしてまいります。

【方針６】お客さまの利益に反することがないように適切に業務を行います。

当社はお客さまの利益が不当に害されることがないように、利益相反のおそれがある取引を管理

し、適切に業務を行ってまいります。

【方針７】お客さまの声に耳を傾け、改善に活かしてまいります。

当社はお客さまの声を幅広くお伺いするとともに、寄せられたお客さまの声に耳を傾け、迅速か

つ適切に対応いたします。また、お客さまの声を、品質向上に向けたあらゆる施策に活かしま

す。

【方針８】全役職員が「お客さま本位」の認識をもって行動いたします。

当社は「お客さま本位の業務運営」を推進するために、全役職員が「お客さま第一」の価値観を

持って、本基本方針の定着にむけて行動いたします。
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 子会社の概況

 子会社の財務内容（2017年度）

会 社 名 所 在 地
主要な事業
内 容

設立年月日 資 本 金

当社が有
する子会
社等の議
決権比率

備考

e-Net少額短期
保険株式会社

長野県佐久市岩村田
1826-1

少額短期保険業 2006年3月17日 207 100％

Next少額短期保
険株式会社

東京都港区芝浦2-15-
16 田町Ｋ・Ｓビル5
階

少額短期保険業 2017年9月29日 35 100％

会社名 決算日 経常収益
経常利益
(経常損失)

当期純利益
(当期純損失)

総資産額 純資産額
当社への
配当額

e-Net少額短期
保険株式会社

3月31日 4,553 198 138 2,049 538 99

Next少額短期保
険株式会社

3月31日 － △18 △13 56 56 －

 グループおよび当社の財産および損益の状況の推移

イ．グループの財産および損益の状況の推移

区 分
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

（当期）

経常収益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

包括利益

純資産額

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

1,862

182

109

－

609

総資産 － － － 2,130

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）
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ロ．当社の財産および損益の状況の推移

区 分
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

（当期）

営業収益

受取配当金

保険業を営む子会社等

－

－

－

－

－

－

－

－

－

120

99

99

当期純利益（又は当期純損失） － － － 84

１株当たり当期純利益 － － － 579円25銭

総資産

保険業を営む子会社等株式等

その他子会社等株式等

－

－

－

－

－

－

－

－

－

594

570

－

（単位：百万円）

 グループの主要な事務所の状況

会社名 事務所名 所在地 設置年月日

e-Netホールディングス株式会社 本社
東京都港区芝浦2丁目15-16

田町Ｋ・Ｓビル5階
2017年10月7日

e-Net少額短期保険株式会社

本社 長野県佐久市岩村田1826-1 2014年9月1日

東京支店
東京都港区芝浦2丁目14-5 ユ

ニベル田町ビル6階
2006年6月5日

九州営業所
福岡県福岡市博多区上川端町

12番地28号 安田第1ビル4階
2013年5月1日

Next少額短期保険株式会社 本社
東京都港区芝浦2丁目15-16

田町Ｋ・Ｓビル5階
2017年11月30日
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 グループの使用人の状況

会社名 前期末 当期末 当期増減（△）

e-Netホールディングス株式会社 - 1名 1名

e-Net少額短期保険株式会社 33名 33名 0名

Next少額短期保険株式会社 - - -
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業務運営態勢



業務運営態勢

11

 内部管理態勢について

当社グループは、グループの目的を達成するために、持株会社たる当社を核として内部管理態勢

を以下のとおり整備しております。

１．目的

e-Netグループのビジネスモデルの実現に向けて、グループ各社が与えられた機能を遂行する

ためのPDCAサイクル態勢を構築することを目的としています。

２．経営管理体制の枠組み

（１）構成図

（２）経営管理体制

①取締役会

取締役会は、法令および定款に基づき設置するものであり、全取締役により構成す

るとともに、監査役が出席し所要の活動を行います。

取締役会は、「取締役会規程」を策定し、同規程に基づき取締役会を開催します。

グループ子会社に係る重要な事項について、決議事項または報告事項として定めグ

ループ経営の管理を行います。
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②グループ・リスク・コンプライアンス委員会

取締役社長の業務執行にかかる諮問機関として設置する会議体であり、グループ全

体にかかわるリスク管理、コンプライアンス（法令等遵守）を統括し、その計画、

実施、検証、改善、推進体制等について協議し、取締役社長の意思決定を補佐する

役割を担っています。出席者は、グループ3社の役員（社外監査役1名を含みま

す）等とします。会議の結果は、取りまとめの上取締役会に報告します。

③監査役会および監査役

当社およびグループ管理体制の実効性を監視します。

④会計監査人

会計監査を所管します。

（３）グループ運営に関する方針・規程・契約

①グループ基本方針

持株会社たる当社が、グループ各社（当社、e-Net少額短期保険株式会社、Next少

額短期保険株式会社）の経営、業務活動について、その拠って立つところとして定

めるルールとして、グループ全体に一つの方針を定めたものです。グループ各社

は、グループ基本方針を遵守して業務を遂行します。

グループ基本方針として以下を定めており、原則として当社ホームページ上に開示

しております。

● グループ経営方針

● グループ行動基準

● 顧客本位の業務運営基本方針

● コンプライアンス基本方針

● 反社会的勢力に対する基本方針

● 利益相反管理に関する基本方針

● グループ内取引および業務提携等に関する基本方針

● リスク管理基本方針

● お客さまの声対応基本方針

● お客さま情報の共同利用に関する基本方針

● 情報開示基本方針

上記に加え、当社個社の方針として、「内部統制システムに関する基本方針」を定

めグループの内部管理態勢の充実に向けてよって立つべき方針を定めております。
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②グループ経営管理契約

持株会社と子会社間でグループ経営管理契約を締結し、経営の重要事項に関して、

グルプ基本方針を定め各社にその遵守を求めるとともに、子会社におけるグループ

経営に重要な事項については持株会社の承認または報告を求めることを定めており

ます。

③各社の定める規程・マニュアル

各社は、具体的な業務運営にあたり、グループ基本方針に従い、個社の基本規定お

よびさらには業務マニュアルを定めます。
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 内部統制システムに関する基本方針

e-Netホールディングス株式会社（以下「持株会社」という。）は、グループの事業を統括する持

株会社として、経営資源の 有効活用と適切なリスク管理を通じ、グループの長期的な安定と持続

的成長を実現し、透明性と牽制機能を備えた経営体制を構築し、企業価値の向上に努めていくた

めに、以下のとおり体制を整備する。

１．グループ経営管理体制

（持株会社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制）

（１）持株会社は、グループの全役職員が業務のあらゆる局面で重視すべきグループ経営方針・

行動指針を定め、持株会社およびその子会社（以下、「グループ会社」という。）の全役

職員へ浸透させ、実践させるよう努める。持株会社は、経営方針・行動指針の趣旨・精神

を尊重する企業文化・風土が形成されているか、その実践状況を定期的に取締役会に報告

する。

（２）持株会社は、グループ全体の事業を統括し、グループ全体の企業価値を最大化する観点か

ら、持株会社が出資するグループ子会社に対し、株主総会決議事項等について適切な意思

表示を行うなど、適法かつ適切に株主権を行使する。

（３）持株会社は、グループ子会社との間で経営管理契約を締結し、グループ基本方針を定め

る。

（４）持株会社は、経営管理契約に基づき、グループ子会社に対しグループ基本方針について遵

守を求めるとともに、以下の①～④に記載する内容を含めた業務の適正を確保するための

体制を整備する。

①グループ子会社の取締役の職務執行に係る事項の持株会社への報告に関する体制

グループ子会社の重要事項については、持株会社の承認又は持株会社への報告を求め

る。また、持株会社は、グループ子会社の経営管理状況等について、随時、報告を求め

ることができる。

②グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（下

記２．）

③グループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確

保するための体制（下記３．）

④グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制（下記４．）
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２．職務執行の効率性確保のための体制

（グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制）

（１）持株会社は、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われるよう、組織・職務権限規程等

を定め、遂行すべき職務および職務権限を明確にする。

（２）持株会社は、グループの中期経営計画および年次計画を定め、グループ会社の全役職員に

その浸透を図るとともに、その実現に向け、事業分野別の目標数値を設定し、適切な経営

資源の配分を行う。また、グループ中期経営計画において、妥当性と実効性のあるコーポ

レートガバナンス、コンプライアンスおよびリスク管理等を経営の重要課題として位置づ

ける。

（３）持株会社は、経営基盤としてのＩＴの重要性に鑑み、グループ全体のＩＴガバナンス基本

方針を定め、ＩＴガバナンス態勢を構築する。

（４）グループ会社の業務執行取締役は、業務執行状況を定期的に取締役会に報告する。

グループ会社の取締役会は、報告内容を踏まえ、必要に応じて、グループ会社の目標の修

正又は経営資源の追加配分等の対応を行う。

（５）持株会社は、グループ経営に関する会議を定期的に開催する。グループ経営に関する会議

には、必要に応じて、グループ子会社の役員も出席した上で、グループ事業戦略およびグ

ループ会社の経営上の重要事項について協議し、意思決定の方向性を定める。

（４）持株会社は、グループ会社の役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合の報告

ルールをコンプライアンス・マニュアルに定める。報告・通報を受けた持株会社のコンプ

ライアンス統括部門（公益通報者保護法に依拠した内部通報窓口）は、関係部門、通報者

およびグループ会社と連携のうえ、その内容を調査し、再発防止策等を策定する。

（５）グループ会社は、持株会社が定めるグループの反社会的勢力に対する基本方針に従い、反

社会的勢力排除のための体制整備（対応統括部署の整備、対応要領の整備、反社会的勢力

に係るデータベース管理体制の整備、警察等外部専門機関等との連携強化等）に取り組

み、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み、不当、不正な要求に応じない旨を全

役職員に周知徹底しており、主要な契約書類、取引書面等々において、暴排条項―反社会

的勢力の排除に関する条項―を記載する等により徹底を図っております。
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３．グループの法令等遵守体制

（グループ会社取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制）

（１）グループ会社は、持株会社が制定したグループのコンプライアンス基本方針に従い、全役

職員に対しコンプライアンス意識の徹底に取り組み、法令、社内規程及びルール等を遵守

し、高い倫理観に基づいた事業活動を行う。

（２）持株会社は、コンプライアンスの徹底と企業倫理の確立を図るため、法令等遵守規程を定

めるとともに、その実践計画としてコンプライアンス・プログラムを定め、その実施状況

を監視する。また、コンプライアンス・マニュアルを定め、グループ全体の事業活動、経

営環境等を勘案して、必要に応じて見直しを行う。

（３）持株会社は、グループ全体のコンプライアンスに関する事項を統括して管理するためグ

ループ・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、同委員会で確認された課題について

必要な措置を講じる。持株会社は、定期的にコンプライアンス推進状況を取締役会に報告

する。

（４）持株会社は、グループ会社の役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合の報告

ルールをコンプライアンス・マニュアルに定める。 報告・通報を受けた持株会社のコンプ

ライアンス統括部門（公益通報者保護法に依拠した内部通報窓口）は、関係部門、通報者

及びグループ会社と連携のうえ、その内容を調査し、再発防止策等を策定する。

（５）グループ会社は、持株会社が定めるグループの反社会的勢力に対する基本方針に従い、反

社会的勢力排除のための体制整備（対応統括部署の整備、対応要領の整備、反社会的勢力

に係るデータベース管理体制の整備、警察等外部専門機関等との連携強化等）に取り組

み、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で臨み、不当、不正な要求に応じない旨を全

役職員に周知徹底しており、主要な契約書類、取引書面等々において、暴排条項―反社会

的勢力の排除に関する条項―を記載する等により徹底を図っております。

（６）持株会社は、グループ会社の役員等の関連当事者との取引を行う場合には、グループおよ

び株主共同の利益を害することのないよう、競業取引や利益相反取引について取締役会で

報告し、承認決議を得るなどの適法かつ適切な監視・監督を行う。
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（７）グループ会社は、持株会社が定めるグループ内取引および業務提携等に関する基本方針に

従い、アームズ・レングス・ルールの遵守その他グループ内取引等の適切性を確保するた

めの体制を整備する。

（８）グループ会社は、持株会社が定めるグループの利益相反管理に関する基本方針に従い、利

益相反管理のための体制を適切に整備する。

（９）持株会社は、グループ会社やグループ会社の役職員に対して、法令に違反する行為を助

長、容認又は指示をしない。

４．統合リスク管理体制

（持株会社およびその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制）

（１）グループ会社は、持株会社が制定するグループのリスク管理基本方針に従い、適切なリス

ク管理を実行する。

（２）持株会社は、グループに内在する各種リスクを把握し統合リスク管理を適切に行うため、

グループ・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、同委員会における協議結果に基づ

き、リスクの回避・低減・移転などの必要な措置を講じる。

（３）持株会社は、グループ全体のリスクおよびリスク管理の状況をモニタリングするととも

に、グループ全体のリスクを統合して定量化し、グループ全体で必要な経営資本が確保さ

れていることを確認するために、リスク管理体制の基底となるリスク管理規程等を定め、

さらにグループ会社の情報セキュリティを保全すべく情報セキュリティ基本方針等を定

め、これらによるリスクの評価と対応の状況について、グループ・リスク・コンプライア

ンス委員会の協議・調整結果も踏まえて、取締役会に報告する。

（４）持株会社は、社会的使命の遂行およびステークホルダーへの責務を果たすため、持株会社

が制定するグループの危機管理方針に従い、グループ全体の危機管理態勢および事業継続

態勢を構築し、危機のもたらす被害・ダメージを最小化するために、特に重大な危機緊急

事態等の不測の事態が発生した場合には、危機（緊急事態）管理規程の基づき、社長を最

高責任者（本部長）とする緊急時対策本部を設定し、損害の拡大防止並びに危機（緊急事

態）の収束に向けて社内外からの専門的なノウハウ・機能および有識者等を集約して、継

続的に適切かつ迅速な措置を図るために、必要な体制を整備する。
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５．財務報告の信頼性を確保するための体制

（１）持株会社は、監査役候補者の選任にあたり、監査役のうち最低１名は、財務および会計に

関して相当程度の知見を有している者を選任する。

（２）グループ会社は、持株会社が定めるグループの情報開示統制基本方針に従い、財務情報そ

の他グループに関する情報を適時かつ適正に開示するための体制を整備する。

（３）持株会社は、一般に公正妥当と認められる会計基準に則って、持株会社および連結子会社

の経営成績並びに財政状態の真正・明瞭なる報告を行うため、経理規程を定め、経理業務

に関する重要事項を規定する。

６．内部監査の実効性を確保するための体制

（１）グループ会社は、持株会社が定めるグループの内部監査基本方針に従い、グループ会社の

全ての業務活動を対象とする内部監査体制を整備し、効率的かつ実効性のある内部監査を

実行する。

（２）グループ会社は、持株会社の独立性を持った内部監査部門又は担当者を設置するととも

に、内部監査に係る基本的事項を規定する内部監査規程並びにリスクの種類および法令等

遵守体制、損失危険管理体制、情報保存管理体制、効率性確保体制の不備・欠陥等の程度

に応じた内部監査計画を定める。 （３）持株会社の内部監査部門は、グループ会社が実施

した内部監査の結果等のうち重要な事項、被監査部門における改善状況等をグループ会社

の取締役会に報告する。

７．情報管理体制

（取締役の職務の執行等に係る情報の保存および管理に関する体制）

（１）持株会社は、情報管理規程を定め、取締役の職務の執行に係る文書等（取締役会議事録お

よび決裁書等の重要な文書をいい、電磁的記録を含む。）その他の会社情報を適切に保存

および管理する。また、持株会社の取締役および監査役は、これらの情報を常時閲覧でき

るものとする。

（２）グループ会社は、持株会社が規定するグループのお客さま情報管理基本方針に従い、個人

情報（お客さま情報）の適切な取扱いおよび安全管理措置を徹底するための体制を整備す

る。
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８．監査役監査の実効性を確保するための体制

（１）監査役の職務を補助すべき使用人、当該使用人の独立性および当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する体制

①持株会社は、監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合は、グルー

プ会社の従業員の中からこれを配置する。

② 前号の監査役の職務を補助する従業員に係る人事異動、人事考課、処罰等の決定につ

いては、事前に監査役会の同意を得ることとする。

③ 監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関しては取締役から

の指揮命令を受けないものとする。

（２）監査役への報告に関する体制

①グループ会社の取締役は、職務執行に関して重大な法令・定款違反若しくは不正行為の

事実、又は会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、直ちに持株

会社の監査役会に報告しなければならない。

②グループ会社の取締役は、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結

果、内部通報の状況その他監査役に報告を行うべき事項については、監査役との協議

により定められた方法により、速やかに監査役に報告する。

③グループ会社の役職員は、経営上重大な違法・不正・反倫理的行為について、持株会社

の監査役に直接、内部通報をすることができるものとする。

④グループ会社は、①～③の報告をした者について、当該報告をしたことを理由として不

利な取扱いを行わない。

（３）その他

①持株会社の監査役は、グループ会社の取締役会のほか、グループ経営会議その他の重要

な会議に出席できることを、グループ会社の関連する規程等において明記する。

②持株会社の代表取締役は、監査役会と定期的に、持株会社が対処すべき課題、監査役監

査の環境整備の状況、監査上の重要課題等についての意見交換を行う。

③持株会社の内部監査部門は、監査役から求められたときは、監査役の監査に対して協力

する。

④持株会社は、グループ会社の監査役からその職務の執行について、会社法第３８８条に

基づく費用の前払又は償還の請求等を受けた場合には、同条に準拠して適法な手続を

行う。
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 法令遵守態勢について

１．e-Netグループとしての態勢整備

持株会社化に伴い、当社グループは持株会社たる当社を核とした法令等遵守のための方針・

規程並びに推進体制等の態勢を整備しております。

方針・諸規程の整備の整備にあたっては、当社は「グループコンプライアンス基本方針」を

定め、グループ各社はこのグループ基本方針を遵守して法令遵守に関する態勢を整備し、実

施しております。

また、その推進・実行体制としてグループ・リスク・コンプライアンス委員会を組成し、実

際の運営においては、同会議に合わせて、各社のリスクコンプライアンス委員会を同時に開

催し、その場で取り上げられるテーマ、論議内容を各社の経営に役立てております。
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２．方針・諸規程の整備

（１）経営方針および行動基準において法令等遵守を明示しています。

（２）契約者等に対しては、勧誘方針、個人情報保護方針、反社会的勢力に対する基本方針

を定め、その内容を開示しています。

（３）法令等遵守規程を定め、社内におけるコンプライアンスの徹底を進める方策，体制、

コンプライアンス・マニュアルの策定、コンプライアンス・プログラムの策定、法令等

違反時の対応等を定めています。

（４）上記に加え、コンプライアンスに係るグループ基本方針を定め、グループ全体のルー

ルとして定めています。内容は後述のとおりです。

（５）コンプライアンス・情報管理に関する宣誓書を定め、全役職員、新入社員（都度）、

退職者（都度）から取り付けています。

（６）さらに、関連するマニュアルとして、苦情、不祥事件対応、個人情報保護マニュアル

等を定めております。

３．推進組織体制

コンプライアンスの推進にあたってはその所管を経営企画部に定め、前記グループ・リス

ク・コンプライアンス委員会を核として運営し、グループ各社の法令遵守を含めグループ全

体のレベル向上に努めております。
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 e-Netホールディングスグループ コンプライアンス基本方針

e-Netホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、コンプライアンスをグルー

プ経営上の最重要課題のひとつと位置付け、当グループのすべての役員・社員等が、企業の社会

的責任を常に認識し、コンプライアンスを実践する態勢を構築するため、本方針を定めます。

１．基本的な考え方

（１）当グループは、経営方針の実現に向け、事業活動のあらゆる場面でコンプライアンスを徹

底し、企業倫理を確立します。

（２）コンプライアンスとは、「当グループの事業活動に関連するすべての法令、主務官庁が定

める監督指針・ガイドライン等および当グループ傘下の各社（以下、「グループ会社」と

いう。）が定める社内規程（以下これらを「法令等」といいます。）を遵守し、社会の期

待と要請に応えるため誠実かつ公平・公正な活動を実践すること」とします。

２．コンプライアンス態勢の構築

（１）体制の整備

①コンプライアンスに関する重要事項が、経営陣に適切に報告される体制を整備します。

②コンプライアンスに関する事項を一元的に管理し、コンプライアンスを推進する部門を

設置するとともに、コンプライアンス態勢の確保のために必要な権限を付与します。

③当グループの役員・社員等がコンプライアンス上問題となる行為を発見した場合の報

告・相談体制を整備します。

（２）推進活動の実施

①コンプライアンス実践の具体的手引書としてコンプライアンス・マニュアルを策定し、

周知徹底します。

②コンプライアンス・プログラムを具体的な実践計画として策定し、実施します。

③コンプライアンスを徹底するための研修や点検を行います。

④コンプライアンス上問題となる行為については、速やかに是正するとともに、原因を分

析し再発を防止します。
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３．コンプライアンスに係る役員・社員の行動基準

（１）誠実な行動

①法令等を遵守するとともに、法令等に違反する行為を発見したときは、勇気をもって指

摘し、関係者と協力して是正します。

②自分のとるべき行動について迷ったときは、非倫理的でないか、家族や友人に胸を張っ

て説明できるか、当グループの信頼・ブランドを損なわないか、自身に問いかけ判断し

ます。

（２）適正な事業活動を支える行動

①談合等の競争制限や取引上の地位を利用して不正な利益を得る等の不公正な取引は行い

ません。

②知的財産権を保護するとともに、他者の知的財産権を侵害しません。

③業務上知り得たお客さま情報は厳正に管理し、定められた目的以外には利用しません。

④反社会的勢力には毅然とした姿勢で臨み、不当、不正な要求には応じません。

⑤お客さまの利益が不当に害されることがないよう利益相反取引を適切に管理します。

⑥グループ内取引や業務提携等を行うにあたっては、取引の適切性を確保します。

⑦適時・適切な情報開示を行うことにより、経営の透明性を確保します。

⑧インサイダー取引（重要な未公開情報を利用した株式等の取引）は行いません。

⑨グループ会社の資産や重要情報、営業秘密等は適正に管理します。

⑩業務上の立場を利用して、私的な利得行為は行いません。

（３）人権の尊重および職場環境の確保に関する行動

①人権を尊重し、人種、国籍、性別、年令、職業、地域、信条、障害の有無等による差別

やハラスメント行為を行いません。

②安全で働きやすい職場環境を確保します。
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 e-Netホールディングスグループ 反社会的勢力に対する基本方針

e-Netホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、社会の秩序や安全に脅威を

与える反社会的勢力に対し毅然とした態度で臨み、断固たる態度でその関係を遮断し排除していく

ことにより、グループ全体として公共の信頼性を維持し、業務の適切性および健全性の確保に努め

ます。

１．当グループは、反社会的勢力との取引を含めた不法な関係を遮断し、不当要求に対しては断固

として拒絶します。

２．当グループは、反社会的勢力による不当要求に対し、役職員の安全の確保と共に組織としての

公正な対応をなし、迅速な問題解決に努めます。

３．当グループは、反社会的勢力に対して資金提供・異例な取引および便宜供与等は行いません。

４．当グループは、反社会的勢力による不当要求等に備えて、警察、暴力追放運動推進センター、

弁護士等の外部機関との連携体制強化を図ります。

５．当グループは、如何なる理由があっても、反社会的勢力関連の事案を隠ぺいするための反社会

的勢力との裏取引は一切行いません。

６．当グループは、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応措置

を講じる等、断固たる態度で対応いたします。
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 e-Netホールディングスグループ 利益相反管理に関する基本方針

e-Netホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、利益相反のおそれがある取

引について、お客さまの利益が不当に害されることのないよう 本方針を定め、法令等に基づき適

法かつ適切に管理し、業務を行うものとします。

１．対象取引およびその類型

（１）対象取引

本方針で対象とする「利益相反のおそれのある取引」（以下「対象取引」といいます）

は、当グループの各社が行う取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある

取引をいいます。

（２）対象取引の類型

グループ会社は、対象取引について以下のような類型化を行い管理します。

①グループ会社のお客さまの利益とグループ会社の利益が相反するおそれのある取引

②グループ会社のお客さまの利益とグループ会社の他のお客さまの利益が相反するおそれ

のある取引

２．対象取引の管理方法

グループ会社は、以下に掲げる方法その他の方法による措置を選択し、または組み合わせる

ことにより、適切に対象取引を管理します。

①対象取引を行う部門と当該取引に係るお客さまとの他の取引を行う部門を分離する方法

②対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれのあることについて、お客さま

に適切に開示する方法

③対象取引又は当該取引に係るお客さまとの他の取引の条件または方法を変更する方法

④対象取引又は当該取引に係るお客さまとの他の取引を中止する方法

３．利益相反管理体制

グループ会社は、利益相反管理の遂行のため、利益相反管理に関する統括部署又は統括者を

設置し、利益相反に関する情報の収集を行うことにより対象取引を一元的に管理します。

また、これらの管理を適切に行うため、役員および社員を対象に必要な教育・研修等を行

い、お客さまの利益が不当に害されることのないように努めます。

４．利益相反管理の対象となる会社の範囲

本基本方針に基づく利益相反管理の対象会社は、グループ会社の各社とします。
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 e-Netホールディングスグループ グループ内取引および業務提携等に関する基本方針

e-Netホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、当グループ内において、複

数の会社が相互に取引を行う（以下「グループ内取引」という。）または相互に業務提携等を行

う（以下「業務提携等」という。）にあたって、当グループ傘下の各社（以下「グループ会社」

という。）の業務の適切性と財務の健全性を確保するため、本方針を定め遵守します。

１．グループ内取引および業務提携等を行うにあたっての遵守事項

グループ会社は、以下の事項を遵守する。

（１）グループ内取引は法令等およびアームズ・レングス・ルールの遵守に則って行うととも

に、グループ内取引により利用者保護・顧客利便を阻害することのないよう適切な対応を

行い、取引の適切性を 確保する。また当事者となる会社の財務の健全性に重大な影響を

及ぼす可能性のあるグループ内取引については、適切な措置を講ずることにより、当該健

全性を確保する。

（２）業務提携等を行うにあたっては、当事者となる会社同士で事前に十分な協議を 行い、そ

の適法性を確保し、また利用者保護・顧客利便を阻害することのない よう適切な対応を

行うとともに、当事者となる会社の財務の健全性を確保する。

２．グループ会社の管理業務

（１）グループ会社は、グループ内取引および業務提携等を本方針に従って実施するために、適

切な管理態勢を構築する。

（２）e-Netホールディングス株式会社は、グループ会社の経営に重大な影響 を与える可能性

のあるグループ内取引または、業務提携等が行われる場合には、事前にその適切性・適法

性について協議する態勢を整備する。また、グループ会社の行うグループ内取引および業

務提携等について、本方針に沿った対応となっているかを検証し、必要に応じて措置を講

ずるように要請する。
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 リスク管理態勢について

１．リスク管理態勢

当社は、「グループリスク管理基本方針」を決議し、グループとしての運営について以下の

とおり定めています。

２．対象とするリスク

リスク管理の対象は、業務を遂行するに伴い発生しうる以下の主なリスクカテゴリーに分類

して管理します。

なお、少額短期保険業の運営において再保険を活用したリスク管理は極めて重要であり、持株会

社が主体的にグループ各社を指導して管理しております。

取締役会
リスク管理態勢全般の監視、総合的リスク管理の推進、

危機管理

グループ・リスク・

コンプライアンス委員会

グループ横断的組織として組成し、リスク管理に関する

方針、規則等の整備、リスク管理状況の把握、検証・評

価、改善策等の確認、協議、調整、取締役会への報告

グループ各社・社内各部門
所管する業務に係るリスクの状況の把握・分析、リスク

管理状況、対応策、対応、取締役会・ＲＣＣへの報告

保険引受リスク 保険金事故増加リスク、再保険リスクなどが含まれます

経営リスク
事業リスク、環境変化リスク、資金繰りリスク、預金機

関破綻リスクなどが含まれます

オペレーショナルリスク

事務リスク、システムリスク、法務リスク、労務リスク、

危機管理リスク、情報セキュリティリスク・個人情報リ

スクなどが含まれます
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 e-Netホールディングスグループ リスク管理基本方針

e-Netホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、事業の推進および企業価値

の維持・向上を妨げる可能性のリスクに対し、早期発見とコントロールする管理体制を努めるこ

とで、サービスや品質の維持、事業継続ができるように本方針を定め、リスク管理態勢を整備し

ます。

１．リスク管理運営方針

（１）グループ・リスク管理

① e-Netホールディングス株式会社（以下「持株会社」という。）の役割

・グループ共通事項として本方針を含めたリスク管理に関する各種方針・規程・制度等を

グループ会社に提示・助言します。

・グループ全体のリスク管理を統括する組織（以下、「グループ・リスク管理統括部署」

という。）と「グループ・リスク・コンプライアンス委員会」を定め、当基本方針に基

づき、グループのリスク管理体制の整備を推進します。

・「グループ・リスク管理統括部署」は、グループ会社のリスク管理統括部署または、個

別リスク管理部署に対し、必要に応じてリスク管理について報告を求め、協議を行う事

ができます。また、グループ会社のリスク管理に係る方針、規程の策定・改廃について

グループ全体の観点から、必要な調整・指導を行います。

・「グループ・リスク・コンプライアンス委員会」は、グループ会社のリスク管理上の重

要事項を決定する際における事前協議と、重要な事項について、取締役会等への報告と

グループ全体のリスク管理状況のモニタリングを行います。

②グループ会社の役割

・グループ会社は、グループ方針の下、自社の業務・特性・リスクの状況を踏まえたリス

ク管理に関する方針・規程・制度等を定め、リスクカテゴリーごとの管理部署とリスク

を統合的に管理する組織（以下、「リスク統括部署」という。）を設置し、個社のリス

クに応じた適切な管理を行います。

・グループ会社の「リスク統括部署」は、後述の３．報告・事前協議体制の記載事項に基

づき持株会社たる当社との事前協議と報告を行います。

（２）危機発生時の業務継続体制

①持株会社は、「危機管理規程」を制定し、危機リスクの特定と緊急事態発生時における

指揮命令系統の確保、通常業務への復旧等に関する対応方針、整備すべき危機管理態勢

を定め、グループ各社の危機管理体制の整備・推進状況を確認します。
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② グループ会社は、「グループ・リスク管理基本方針」に基づき、災害時の危機発生に、

継続すべき重要な業務および危機対応を計画等に定め、業務の早期回復（業務継続・復

旧）が図れる体制を整えます。

２．対象リスクの定義

リスク管理の対象は、業務を遂行するに伴い発生しうる以下の主なリスクカテゴリーに分類

します。

（１）保険引受リスク

経済情勢や保険事故の発生率等が保険設定時の予測に反して変動することにより損失を被

るリスクをいいます。

（２）経営リスク

様々な影響により、当社グループの経営成績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリ

スクをいいます。

（３）オペレーショナルリスク

内部プロセス、人・システムが不適切あるいは機能しない又は外部要因により損失を被る

リスクであり、全ての業務・商品・サービスに係る幅広いリスクをいいます。

３．報告・事前協議体制

（１）事前協議

グループ会社は、リスク管理の方針等、リスク管理上の重要な各種方針・規程などを制

定・改定をする場合や、その他のリスク管理上の重要事項を決定する場合には、持株会社

へ報告し、「グループ・リスク・コンプライアンス委員会」で事前協議をします。

（２）報告

グループ会社は、認識しているリスクとリスク管理状況を持株会社に定期的に報告をしま

す。また、リスク管理上の重要な問題が発生した場合は、随時報告を行います。

（３）指導・助言

持株会社は、リスク管理上のグループ共通事項をグループ・リスク管理方針などに定めグ

ループ会社に提示します。

モニタリングやグループ会社からの報告などに基づき、必要に応じて個別に指導・助言を

行います。
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 お客さまの声への対応について

e-Netホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、事業の推進および企業価値

の維持・向上を妨げる可能性のリスクに対し、早期発見とコントロールする管理体制を努めるこ

とで、サービスや品質の維持、事業継続ができるように本方針を定め、リスク管理態勢を整備し

ております。

１．e-Netホールディングスグループお客さまの声対応基本方針

当社は、「e-Netグループお客さまの声対応基本方針」を定め、グループの経営理念にもとづ

き、すべてのお客さまの声に対して迅速・適切・真摯な対応を行い、お客さま満足度の向上

に寄与するため、グループ共通の行動指針に沿って取組を推進する旨定めています。グルー

プ各社は、この基本方針に則り業務運営を行います。

２．お客さまからの苦情・相談への対応

その中で、グループ各社は、お客さまの相談・苦情への迅速な対応を的確に行なうため、役

職員の教育・研修を実施するとともに、お客さまからの電話、メール、文書等で受け付けた

内容を受付者が当社システム「お客さまの声」に入力のうえ、苦情、問合せ、解約に分類

し、苦情と判断した場合は、各段階における解決・記録・点検・報告・検証・経営レベルへ

の報告・当局あて報告を行う態勢を整え、適切な対応と再発防止に活用しています。
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 e-Netホールディングスグループ お客さまの声基本方針

e-Netホールディングスグループ傘下の各社（以下「グループ会社」という。）は、経営理念にも

とづき、すべてのお客さまの声に対して迅速・適切・真摯な対応を行い、お客さま満足度の向上

に寄与するため、以下の行動指針に沿って取組を推進します。

１．定義

（１）お客さまの定義

本方針におけるお客さまの定義は、「e-Net ホールディングスグループのあらゆる活動

に関わるお客さま」とし、個人・法人等を問いません。

（２）お客さまの声の定義

本方針におけるお客さまの声の定義は、「お客さまから寄せられたすべての声（問い合わ

せ、相談、要望、苦情、紛争、おほめ、感謝等）」とします。

このうち、苦情の定義は、「お客さまからの不満足の表明」とします。

２．行動指針

（１）基本姿勢

①全役職員は、お客さまから寄せられたすべてのお客さまの声に対して、迅速・適切・真

摯な対応を行います。

②全役職員は、お客さまの声は「お客さまの信頼を確保し、事業の成長を実現し、さらな

る品質向上を実現するために重要な情報である」と認識します。

③全役職員は、お客さまの声に関する情報を収集分析し、苦情の低減に努めると同時に、

品質の向上・お客さま満足度の向上に向けた諸施策に活かします。

（２）お客さまの声対応管理体制

グループ会社は、「e-Netホールディングスグループ 経営方針」および「e-Net ホール

ディングスグループ お客さまの声対応基本方針」に則り、お客さまの声に対応します。
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 個人情報保護について

当社は、「個人情報保護基本方針」を定め、業務上取扱う個人情報に関して、個人情報保護の重

要性に鑑み、また、保険業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する

法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律およびその他関

係法令等を遵守し、個人情報を適正かつ厳正に取扱うとともに、安全管理について適切な措置を

講じます。また、当社における個人情報の取扱いおよび安全管理に係る適切な措置については、

適宜見直し、改善いたします。

 e-Netホールディングスグループ お客さま情報管理方針

e-Net ホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、業務上取扱う個人情報に

関して、個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険業に対する社会の信頼をより向上させるた

め、個人情報の保護に関する法律（以下、「個人情報保護法」といいます。）、行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」といいます。）お

よびその他関係法令等を遵守し、個人情報を適正かつ厳正に取扱うとともに、安全管理について

適切な措置を講じます。

１．当グループは、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により、お客さま情報を取

得します。また、法令に定める場合を除き、個人情報の利用目的を通知または公表し、利用

目的の範囲内で利用します。

２．当グループは、法令に定める場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、お客さ

まの個人データを第三者に提供しません。

３．当グループは、お客さまへより良い商品・サービスをご提供するため、およびグループ会社

の経営管理のため、グループ内でお客さまの個人データを共同利用することがあります。

４．当グループは、お客さま情報の漏えい、滅失または毀損の防止に努めるとともに、取扱規程

等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じま

す。また、外部にお客さま情報の取扱いを委託する場合には、必要かつ適切な監督を行いま

す。
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５．当グループは、業務に従事している者等への教育・指導を徹底し、お客さま情報の取扱いが

適切に行われるよう取り組みます。また、グループにおけるお客さま情報の取扱いおよび安

全管理に係る適切な措置については、継続的に見直し、改善します。

６．当グループは、お客さま情報の取扱いに関する苦情・相談に対し、適切・迅速に対応しま

す。また、保有個人データについて、ご本人から開示・訂正等のご要請があった場合は、法

令に基づき速やかに対応します。

７．当グループは、番号法にて定められている個人番号および特定個人情報は、同法で限定的に

明記された目的以外のために取得および利用しません。
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 e-Netホールディングスグループ お客さま情報の共同利用に関する基本方針

e-Net ホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、下記の範囲内で必要な場

合に限り、お客さまの個人データをグループ内で共同利用することがあります。

共同利用の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）その他の法令・

ガイドライン等を遵守し、お客さまの個人データを適切に取り扱います。

１．当グループは、e-Netホールディングス株式会社（以下「持株会社」といいます）がグループ

会社の経営管理を行うため、持株会社とグループ会社との間で、以下のとおり個人データを

共同して利用することがあります。

（１）個人データの項目

持株会社およびグループ会社が保有するお客さま情報（氏名、住所、電話番号、電子メー

ルアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容 および保険事故に

関する内容など、お客さまとのお取引に関する情報）

（２）共同利用するグループ会社の範囲および管理責任者

共同利用するグループ会社の範囲は、当グループの以下の少額短期保険業者です。これら

の子会社２社は、持株会社が、それらの発行済株式数の全てを保有する連結完全子会社で

あります。

・ e-Net少額短期保険株式会社

・Next少額短期保険株式会社

なお、共同利用の管理責任者は、持株会社とします。

２．当グループでは、グループ会社が取扱う商品・サービスをご案内またはご提供するために、

グループ会社間で次の条件のもと、個人データを共同利用することがあります。

（１）個人データの項目

氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載さ

れた契約内容および保険事故に関する内容など、お客さまとのお取引に関する情報
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（２）共同利用するグループ会社の範囲および管理責任者

共同利用するグループ会社の範囲は、当グループの以下の少額短期保険業者です。

・e-Net少額短期保険株式会社

・Next少額短期保険株式会社

なお、共同利用の管理責任者は、当該個人データを原取得した各少額短期保険業者としま

す。

３．当グループでは、代理店の委託・管理・教育のために、グループ会社間で、以下のとおり、

個人データを共同して利用することがあります。

（１）個人データの項目

グループ会社が保有する代理店の店主・募集人等に関する情報（氏名、住所、電話番号、

電子メールアドレス、性別、生年月日、募集人資格情報、代理店委託・行政 当局への届

出に関する事項など）

（２）共同利用するグループ会社の範囲および管理責任者

共同利用するグループ会社の範囲は、当グループの以下の少額短期保険業者です。

・e-Net少額短期保険株式会社

・Next少額短期保険株式会社

なお、共同利用の管理責任者は、当該個人データを原取得した各少額短期保険業者としま

す。
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 ディスクロージャーについて

 e-Netホールディングスグループ ディスクロージャー基本方針

当社は、「ディスクロージャー基本方針」を定め、当社グループの重要情報を適時適切に開示い

たします。

e-Net ホールディングスグループ（以下「当グループ」という。）は、お客さま、株主、取引先

をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様に、当社グループの重要情報を正確・迅速・公

平に伝えることを目的として、本方針を定め情報開示に努めます。

１．情報開示の基本姿勢

当社グループの情報開示につきましては、お客さま、株主、取引先などの皆様が当グループ

の実態を認識・判断できるように情報開示を行っていきます。

２．情報開示の基準

当社グループは、保険業法、金融商品取引法、会社法などの関係する法令 （以下「法令

等」といいます。）を遵守し、規則等の定めに従い、情報開示を行います。 また、法令等

に定めのない情報発信につきましても、ステークホルダーの皆様が 当社の企業価値のご判断

をいただくのにお役に立つための情報開示に、積極的に鋭意努力をいたします。

３．情報開示の方法

当社グループからの情報開示は、ディスクロージャー誌、インターネット・ホームページ、

各種印刷物等、適切と判断できる方法を通じてお客さま、株主、取引先などの皆様に情報が

伝達されるような配慮を行っていきます。
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 少額短期保険持株会社の現況について

１．企業集団の事業の経過および成果等

当連結会計年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）におけるわが国の経済は、消費や

設備投資など内需の緩やかな拡大基調が続き、企業収益や雇用情勢の改善が見られる等、景気

は緩やかな回復基調を維持いたしました。

しかしながら、米国における保護主義政策のわが国に対する経済懸念は払拭できておらず、株

式市場の好循環による影響等があるものの、依然として先行きは不透明な状況にあります。

このような環境の下、当社グループは、2017年8月3日にe-Net少額短期保険株式会社を株式移

転完全子会社とし、持株会社であるe-Netホールディングス株式会社を株式移転設立完全親会

社とする株式移転を実施しました。さらに2017年9月29日にe-Netホールディングス株式会社

を完全親会社として、株式会社Next少額短期準備会社（2017年11月27日に保険業法に基づく

少額短期保険業者登録について関東財務局長（少額短期保険）第８４号として承認を受け、

Next少額短期保険株式会社へ商号変更）を設立して業務を開始しました。

当連結会計年度におきましては、これら子会社のシナジー効果による事業の強化・拡大を図る

べく、設立作業等に注力いたしてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、保険引受収益1,828百万円、経常利益183百万円、親会

社株主に帰属する当期純利益110百万円となりました。

なお、上記に記載のとおり、期中において持株会社のe-Netホールディングス株式会社を株

式移転設立完全親会社とする株式移転や持株会社を完全親会社とする少額短期保険業者・Next

少額短期保険株式会社の新規設立のために、上記の連結決算の売上高等の計数については、前

期比の記載を省かせていただきました。

事業収支面につきましては、少額短期保険事業は連結完全子会社であるe-Net少額短期保険株

式会社およびNext少額短期保険株式会社が担当しておりますが、後者は当期においては保険引

受に係る業務を開始していないため、以下はe-Net少額短期保険株式会社に係る活動状況を記

載いたします。

2017年度事業報告(2017年4月1日から2018年3月31日まで)
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①子会社事業の経過および成果

既存代理店につきましては代理店を規模別に分類して階層別管理を徹底に努めています。代理店

新設およびその稼働につきましては新設活動から稼働までの手順等について行動基準を策定して

均一の営業活動に努めております。

②事業収支について

収入保険料につきましては12.9％の増収が確保できました。また、経営体力を推し量る重要な指

標である保有件数契約は239,972件（前年比26,689件増、12.5％増）と確実に伸びています。事

業費については営業費および一般管理費が9.7％と収入保険料の伸び（12.9％）より抑制するこ

とができました。しかし、代理店手数料につきましては増率が13.4％と収入保険料の増率を上回

っております。これは当社代理店に対する競合他社による高手数料攻勢を防御するために当該代

理店の手数料引上げを迫られた結果によるものです。

③保険料等収入について

収入保険料の増収額は276,755千円と前期（293,916千円）に引き続き、高水準を維持すること

が出来ました。

④保険金支払い

保険金支払いについては、損害率（ＥＩ損害率）が19.6％と前期（23.6％）に比べて△4.0％改

善しました。これは昨年発生した複数の大口ロスがラウンドしたことと、新規の代理店委託につ

いて優良物件を管理している不動産業者に絞っていることによるものです。

⑤人員配置について

2018年4月1日よりNext少額短期保険株式会社との共同保険での引受を開始しました。収支のバ

ランスを図るために、人員の適正な配置のために2018年4月21日付でe-Net少額短期保険株式会

社から14名をNext少額短期保険株式会社へ移籍いたしました。

⑥対処すべき課題について

当社の収益構造は損害率の安定が大きな影響を与えます。前期の23.6％から当期は19.6％と改善

しましたが、より一層の注意が必要となります。
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資産の部 負債の部

科目 金額 科目 金額

【現預金】 【 791,985】 【保険契約準備金】 【 382,937】

【有形固定資産】 【 13,875】 支払備金 18,951

営業用不動産 6,721 責任準備金 363,986

その他の有形固定資産 34,908 【その他負債】 【 1,138,136】

減価償却累計額 △ 27,754 未払金 40,825

【無形固定資産】 【 40,617】 代理店借 214,124

電話加入権 16 再保険借 728,567

ソフトウェア 40,601 仮受金 93,176

【その他資産】 【 1,245,695】 預り金 384

貯蔵品 3,475 未払法人税等 55,494

未収保険料 427,494 未払事業税等 5,562

未収金 206

未収還付法人税等 8,356

代理店貸 13,932 負債の部合計 1,521,074

再保険貸 666,599 純資産の部

前払費用 6,300

立替金 18 【株主資本】 【 609,657】

仮払金 35,327 資本金 100,000

未収収益 7 資本剰余金 284,000

保険積立金 3,164 利益剰余金 225,657

差入保証金 15,224

長期前払費用 34,384

敷金 625

供託金 30,000

その他資産 577

【繰延税金資産】 【 38,557】

純資産の部合計 609,657

資産の部の合計 2,130,731 負債及び純資産の部合計 2,130,731

 連結貸借対照表
平成３０年３月３１日現在

（単位：千円）
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 連結損益計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科目 金額

【経常収益】

（保険引受収益） ( 1,828,447 )

正味収入保険料 228,980

支払備金戻入 3,849

IBNR支払備金戻入 5

再保険手数料収入 1,595,612

（その他経常収益） （ 34,516） 1,862,964

【経常費用】

（保険引受費用） （ 1,073,270）

正味支払保険金 42,708

諸手数料および集金費 932,251

責任準備金繰入 92,344

異常危険準備金繰入 5,965

（営業費および一般管理費） （ 606,701） 1,679,972

経常利益 （ ( 182,992

税引前当期純利益 （ ( 182,992

法人税および住民税等 98,049

法人税等調整額 △24,669

法人税等合計 73,380

当期純利益 （ ( 109,612

 連結株主資本等変動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

株主資本
純資産の部

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本

当期首残高 207,000 177,000 116,045 500,045 500,045

当期変動額 - - - - -

株式移転による変動 △107,000 107,000 - - -

親会社株主に帰属する当期純利益利益 - - 109,612 109,612 109,612

当期変動額合計 - - 109,612 109,612 109,612

当期末残高 100,000 284,000 225,657 609,657 609,657

（単位：千円）
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 連結注記表

〈連結財務諸表作成のための基本となる事項〉

1.連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

e-Net少額短期保険株式会社

Next少額短期保険株式会社

2.連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

3.会計方針に関する事項

(1)重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社および連結子会社は定率法（ただし建物並びに平成28年4月1日以後に取得した建物附属

設備については定額法）によっております。

無形固定資産

当社および連結子会社は定額法によっております。

(2)重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等、特定の債権については個別に回

収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しています

(3)消費税等の会計処理

当社および連結子会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、少額短

期保険子会社は税込方式によっております。

〈連結損益計算書関係〉

事業費の主な内訳は次の通りです

人件費 302,041千円

代理店手数料 932,251千円

なお、事業費は連結損益計算書における諸手数料および集金費および営業費および一般管理費か

ら租税公課および減価償却を除いた合計です。
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〈連結株主資本等変動計算書関係〉

1.発行済株式の種類および総数並びに自己株式の種類および株式数に関する事項

2.配当に関する事項

基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの平成

30年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案

しております。

①配当金の総額 42,194千円

②1株当たり配当額 289円

③基準日 平成30年3月31日

④効力発生日 平成30年6月28日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

〈金融商品関係〉

1.金融商品の状況に関する事項

当社および連結子会社は主として少額短期保険業を行っており、資金運用については定期預金等

の預金に限定しております。

未収保険料に係る顧客の信用リスクは、所定の諸規定に沿ってリスク軽減を図っております。

当連結会計年度

期 首 株 式 数

（株）

当連結会計年度

増 加 株 式 数

（株）

当連結会計年度

減 少 株 式 数

（株）

当連結会計年度

末株式数（株）

発行済株式 - - - -

普通株式 146,000 - - 146,000

合 計 146,000 - - 146,000

自己株式 - - - -

普通株式 - - - -

合 計 - - - -
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2.金融商品の時価等に関する事項

（＊）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注）金融商品の時価の算定方法

(1)現金および預金、(2)未収保険料、(3)代理店貸、(4)再保険貸、（5）未払金、(6)代理店借(7)再保険借

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

〈税効果会計関係〉

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

責任準備金 27,488千円

異常危険準備金 4,167千円

未払事業税 1,768千円

繰越欠損金 5,132千円

繰延税金資産合計 38,557千円

〈1株当たり情報〉

１株当たり純資産額 4,175円73銭

１株当たり当期純利益 750円76銭

連結貸借対照表計上額（※） 時価（※） 差額

(1)現金および預金

(2)未収保険料

(3)代理店貸

(4)再保険貸

(5)未払金

(6)代理店借

(7)再保険借

791,985

427,494

13,932

666,599

40,825

214,124

728,567

791,985

427,494

13,932

666,599

40,825

214,124

728,567

-

-

-

-

-

-

-
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 貸付金（不良債権）について

該当事項はありません。

 会計監査について

当社は、会社法第444条第4項の規定に基づき、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連

結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動

計算書および連結注記表について、杉田公認会計士事務所の監査を受けており、監査報告書を受

領しています。
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2017年度事業報告(2017年4月1日から2018年3月31日まで)

 少額短期保険業者の現況について

１．事業の経過および成果等

当会計年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）におけるわが国の経済は、消費や設備投資

など内需の緩やかな拡大基調が続き、企業収益や雇用情勢の改善が見られる等、景気は緩やかな

回復基調を維持いたしました。

しかしながら、米国における保護主義政策のわが国に対する経済懸念は払拭できておらず、株式

市場の好循環による影響等があるものの、依然として先行きは不透明な状況にあります。

①事業の経過

当社は主力である既存代理店につきましては規模別に分類して階層別管理を徹底に努めていま

す。代理店新設およびその稼働につきましては新設活動から稼働までの手順等について行動基準

を策定して均一の営業活動に努めております。

②事業収支について

収入保険料につきましては12.9％の増収が確保できました。また、経営体力を推し量る重要な指

標である保有件数契約は239,972件（前年比26,689件増）12.5％と確実に伸びています。事業費

については営業費および一般管理費が9.7％と収入保険料の伸び（12.9％）より抑制することが

できました。しかし、代理店手数料につきましては増率が13.4％と収入保険料の増率を上回って

おります。これは当社代理店に対する競合他社による高手数料攻勢を防御するために当該代理店

の手数料引上げを迫られた結果によるものです。

③保険料等収入について

収入保険料の増収額は276,755千円と前期（293,916千円）に引き続き、高水準を維持すること

が出来ました。
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④保険金支払い

保険金支払いについては、損害率（ＥＩ損害率）が19.6％と前期（23.6％）に比べて△4.0％改

善しました。

これは昨年発生した複数の大口ロスがラウンドしたことと、新規の代理店委託について優良物件

を管理している不動産業者に絞っていることによるものです。

⑤対処すべき課題について

当社の収益構造は損害率の安定が大きな影響を与えます。前期の23.6％から当期は19.6％と改善

しましたが、より一層の注意が必要となります。
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２．財産および損益の状況の推移

区分 2015年度 2016年度
2017年度

（当期）

収入保険料

（火災・家財保険）

（費用保険）

1,854,576

1,853,678

897

2,148,492

2,147,863

629

2,425,247

2,424,980

267

正味収入保険料

（火災・家財保険）

（費用保険）

172,310

172,220

89

201,778

201,715

62

228,980

228,953

26

利息および配当金収入

経常利益（又は経常損失）

契約者配当準備金繰入額

当期純利益（又は当期純損失）

89

94,381

-

86,209

72

160,413

-

111,549

81

198,584

-

138,073

総資産 1,463,026 1,762,443 2,049,522

１株当たり当期純利益

（又は当期純損失）
590.47円 764.04円 945.70円

（単位：千円）

３．支店等および代理店の状況

区 分 前期末 当期末 当期増減（△）

支店 1 1 0

営業所 1 1 0

計 2 2 0

代理店 947 843 △102

計 947 843 △102

（単位：店）
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４．使用人の状況

５．主要な借入先の状況

当該事項はありません。

６．資金調達の状況

当該事項はありません。

７．設備投資の状況

イ 設備投資の総額

ロ 重要な設備の新設等

区 分 前期末 当期末
当期増減

（△）

当期末現在

平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額

内務職員 32名 32名 0名 43歳 3年 314千円

営業職員 0名 0名 0名 0歳 ― ―

設備投資の総額 19百万円

内 容 金 額

器具備品

ソフトウェア

1百万円

17百万円
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８．重要な親会社および子会社等の状況

イ 親会社の状況

ロ 子会社の状況

当該事項はありません。

９．事業の譲渡・譲受け等の状況

当該事項はありません。

１０．その他少額短期保険業者の現況に関する重要な事項

当該事項はありません。

会 社 名 所 在 地
主要な事業

内 容

設 立

年 月 日
資 本 金

親会社が有

する当社の

議決権比率

その他

e-Netホール

ディングス

株式会社

東京都港区

芝浦2丁目

15番16号

持株会社 2017年8月3日 100百万円 100％
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 保険金等の支払い能力の充実状況について

2016年度および2017年度（それぞれ、2017年3月31日および2018年3月31日現在）保険金等の支払

能力の充実の状況は以下のとおりです。

１．支払余力総数

２．リスク合計額

３．保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率

2016年度 2017年度

支払余力総額（Ａ） 582百万円 458百万円

2016年度 2017年度

リスクの合計額（Ｂ） 54百万円 62百万円

2016年度 2017年度

（Ａ） ／ ｛ （１／２）× （Ｂ） ｝ 2123.3％ 1477.6％
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2017年度事業報告(2017年9月29日から2018年3月31日まで)

 少額短期保険業者の現況について

１．事業の経過および成果等

当社は、少額短期保険事業を開始するための準備会社として2017年9月29日に完全親会社であ

るe-Netホールディングス株式会社による全額出資を受けて設立され、保険業法に基づく少額

短期保険業としての登録申請手続きを進めてまいりました。2017年11月27日付で少額短期保

険業者として関東財務局長（少額短期保険業）第84号の登録を受け、同日「Next少額短期保険

株式会社」に商号を変更いたしました。

当期は、保険の引受等の業務は行わず、2018年度から開始する引受業務の準備に邁進いたしま

した。そのため、当事業年度の経常収益は207円、経常損失額は18,794千円、当事業年度純損

失額は13,752千円となりました。

なお、当期純損失額の主な要因は、会社成立時の事務所設置等に要した費用、保険引受準備に

向けた募集用具印刷費用等によるものです。

今後の課題と致しましては、e-Netホールディングス株式会社（持株会社）のグループ管理体

制のもとに、顧客保護、顧客サービスの充実を図るとともに、新規市場の開拓、新商品・サー

ビスの開発等の独自の事業戦略を拡充させて、新規マーケットの開拓を成功させ事業規模の拡

大、財務の安定等経営体質の健全化を実現する機能的役割を早期に達成したいと思料いたしま

す。また、e-Net少額短期保険株式会社との共同保険引受を開始し、保険サービスの確実な提

供を行ってまいる所存です。

上記により、e-Netグループにおける事業開始後の事業計画を的確に達成するとともに、コン

プライアンスを重視した事業運営を行い、顧客満足度の充実を図ることが重要と考えておりま

す。
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２．財産および損益の状況の推移

３．支店等および代理店の状況

４．使用人の状況

区分 年度 年度 年度
2017年度

（当期）

収入保険料 - - - -

正味収入保険料 - - - -

利息および配当金収入

経常利益（又は経常損失）

契約者配当準備金繰入額

当期純利益（又は当期純損失）

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

△18,794

-

△13,752

総資産 - - - 56,860

１株当たり当期純利益

（又は当期純損失）
- - - △98.23

（単位：千円）

区 分 前期末 当期末 当期増減（△）

支店 - - -

営業所 - - -

計 - - -

代理店 - 840 -

計 - 840 -

（単位：店）

区 分 前期末 当期末
当期増減

（△）

当期末現在

平均年齢 平均勤続年数 平均給与月額

内務職員 - - - - - -

営業職員 - - - - - -
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５．主要な借入先の状況

当該事項はありません。

６．資金調達の状況

当該事項はありません。

７．設備投資の状況

イ 設備投資の総額

ロ 重要な設備の新設等

当該事項はありません。

８．重要な親会社および子会社等の状況

イ 親会社の状況

ロ 子会社の状況

当該事項はありません。

９．事業の譲渡・譲受け等の状況

当該事項はありません。

１０．その他少額短期保険業者の現況に関する重要な事項

当該事項はありません。

設備投資の総額 0百万円

会 社 名 所 在 地
主要な事業

内 容

設 立

年 月 日
資 本 金

親会社が有す

る当社の議決

権比率

その他

e-Netホール

ディングス

株式会社

東京都港区

芝浦2丁目

15番16号

持株会社 2017年8月3日 100百万円 100％

 保険金等の支払い能力の充実状況について

当該事項はありません。
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企業データ
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 会社の組織

 会社役員に関する事項

（１）会社役員の状況

（２）会計監査人の状況

杉田公認会計士事務所

氏名 地位および担当 重要な兼職 その他

田原 敏明 取締役会長 e-Net少額短期保険(株)取締役会長

土屋 知博 代表取締役 e-Net少額短期保険(株)代表取締役

高坂 慎也 専務取締役 e-Net少額短期保険(株)専務取締役

荒井 純子 常務取締役 e-Net少額短期保険(株)常務取締役

谷口 雄一 常務取締役 Next少額短期保険(株)常務取締役

渡邊 直樹 （社外取締役） あいおいニッセイ同和損害保険(株)

工藤 修身 常勤監査役

佐藤 哲也
（社外監査役） 佐藤会計事務所 代表

e-Net少額短期保険(株)社外監査役
税理士

川中 浩平 （社外監査役）
弁護士法人ユナイト法律事務所 代表
Next少額短期保険(株)社外監査役

弁護士
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 株式に関する事項

（１）株式数

発行可能株式総数 300千株

発行済株式の総数 146千株

（２）当年度末株主数 17名

（３）大株主

 子会社の状況

株主の氏名又は名称
当社への出資状況

持株数等 持株比率

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
土屋 知博
坂口 智章
田原 敏明
佐藤 哲也
八十二キャピタル株式会社
佐藤 悟
田原 宇多子
田中 利勢子

橋詰 一博

56千株
26千株
19千株
15千株
13千株
5千株
4千株
3千株
1千株
1千株

38.4％
17.7％
12.7％
10.3％
8.6％
3.4％
2.5％
2.0％
0.8％
0.8％

会 社 名 所 在 地
主要な事業

内 容

設 立

年 月 日
資 本 金

親会社が有

する当社の

議決権比率

備考

e-Net少額
短期保険
株式会社

長野県佐久
市岩村田
1826-1

少額短期
保険業

2006年3月17日 207百万円 100％

Next少額
短期保険
株式会社

東京都港区
芝浦2-15-
16 田町
Ｋ・Ｓビル
5階

少額短期
保険業

2017年9月29日 35百万円 100％



ｅ-Ｎｅｔホールディングスの現状
２０１８年度（２０１７年度決算）

２０１８年７月作成

東京都港区芝浦二丁目15-16

TEL:03-6435-2425

http://www.e-Nethd.co.jp


